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利用者の多い、年末調整済みの給与所得者で、

医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除

に係る還付申告をされる方を対象に、確定申

告書等作成コーナーにおいてスマホ専用画面

を提供。 【平成31年１月から実施】

具体的取組①

○ スマホ専用画面の利用可能対象を、全ての給与所得者や年金収入のある方にも拡大。

【平成32（2020）年１月から実施予定】

○ 更なる利便性向上のため、「源泉徴収票等をスマホのカメラで撮影し、確定申告書等作成コーナー

に自動入力できる機能」の開発について、技術的な課題も含めて検討。 【順次検討】

具体的取組②

「スマホ申告」の実現
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～平成31年１月以降のe-Taxの利用のイメージ～

持ってないなあ。
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マイナンバー
カードの取得

ｅ-Taxの開始
届出書の提出

ｅ-TaxのID･
パスワードの受領

申告等データを
作成・送信

ｅ-TaxのID・
パスワード

マイナンバー
カード

ICカード
リーダライタ

申告時に準備するもの

事前準備 申告時

ＩＤ
パスワード

ＩＤ
パスワード

ID

マイナンバー
カードの取得

ｅ-TaxのID･
パスワードの受領

申告等データを
作成・送信

ｅ-Taxの
ID・パスワード

マイナンバー
カード

ICカード
リーダライタｅ-Taxの開始

届出書の提出

税務署で職員との
対面による本人確認 ID・パスワード

方式専用
ID・パスワード
方式専用

申告時に準備するもの

事前準備 申告時

現行方式ではID・パスワードに加え、マイナンバーカード・ICカードリーダライタによる本人認証が必要。
⇒平成31年１月からは以下のような簡便な方式の利用も可能に。

○ マイナンバーカード方式

マイナンバーカードを用いてマ
イナポータル経由又はe-Taxホー
ムページなどからe-Taxへログイ
ンするだけで、より簡単にe-Tax
の利用開始、申告等データの作
成・送信を可能に。（マイナン
バーカードの電子証明書を活用）

○ ID・パスワード方式

マイナンバーカード及びICカー
ドリーダライタをお持ちでない方
でも、税務署で職員との対面によ
る本人確認に基づいて税務署長が
通知したe-Tax用のID・パスワー
ドのみで、国税庁ホームページの
「確定申告書等作成コーナー」か
らｅ-Taxによる送信が可能に。

※ マイナンバーカードの読取が可能なスマホでもマイナンバーカード方式が利用可能に。（マイナ
ンバーカードの電⼦証明書を活用） 【平成32（2020）年１⽉から実施予定】

※

e-Taxの認証手続の簡便化
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0

マイナンバー
カードで認証

証明書データを
自動で取得・自動転記

確定申告書等作成コーナーを利⽤
e-Tax送信

納税者

①

②

③ ④

⑤

⺠間企業

⾏政機関等

・医療費データ等

・保険料控除証明書データ
・年末残⾼証明書データ

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
開
設

■ 年末調整控除申告書作成システムについ
ても、確定申告書等作成コーナーと同様、マ
イナポータルから必要な情報を入手し、その
データを活用して、控除申告書を作成・送信。
（平成32（2020）年10月～）（※）

（※）実施に当たっては、連携先機関等との所要の調整等が前提。

確定申告書等作成コーナーのマイナポータルとの連携イメージ

【平成33(2021)年１月～（予定）】（※）

確定申告・年末調整手続の電子化①
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年 末 調 整
控 除 申 告 書
作 成 シ ス テ ム

保 険 料 控 除

申告書データ

保険会社 従業員 勤務先

保 険 料 控 除

証明書データ

ＩＣＴの活用による年末調整手続の簡便化のため、年末調整控除申告書作成システム（※）を提供。

【平成32（2020）年10月導入予定】
・国税庁ホームページからアプリケーションを無料ダウンロード。

→ 控除証明書等のデータを取り込めば、所定の項目に自動転記（簡便・正確に申告書データを作成）。
→ 内容確認後、そのまま勤務先にオンライン提出可能。

※ システムの仕様公開を通じ、民間ベンダー等によるシステム開発も促進。

保険会社従業員 勤務先

平成32（2020）年10月～現状（これまで）

書面で送付された控除
証明書等から、手作業
で控除申告書を作成。

検算や書類保管
が必要。

保 険 料 控 除

証明書データ

検算や書類保管に
伴う負担が軽減。

控除証明書等が書面で
送付された場合も、内
容をシステムに入力す
ることで利用可能。 住宅ローン控除の申告書も、同様の流れで完了。

年 末 調 整

控 除 申 告 書

作成システム

年末調整手続の電子化・簡便化

確定申告・年末調整手続の電子化②
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【税務署】

【案内対象者】

説明会
の情報

記帳・決算説明会を実施している
旨等をマイナポータルへ通知する。

マイナポータルへ
情報を格納

〒

説明会
開催案内

案内状等を送付

【国税庁】

現 状

○ 各種説明会の案内を、マイナポータルの「お知らせ」機能に通知することにより、
納税者は、他の行政機関等からの情報と併せて閲覧が可能となる。
⇒マイナポータルの利便性を享受。

【具体例：各種説明会の案内】

○ 将来的には、申告時期の案内等、納税者の個々のニーズに沿ったタイムリーな情報
配信を実現。 【平成38（2026）年までに実施】

マイナポータル等を通じたカスタマイズ型の情報配信

確定申告・年末調整手続の電子化③
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